
青少年健全育成条例改正案における漫画等に関する質疑について

（平成二十二年第四回都議会定例会本会議）
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Q1 【都の図書類についての現状認識と条例改正の必要性について】

都議会民主党は、最も憎むべき犯罪である強姦や児童買春を不当に賛美して描いて

いる図書類について、それらを青少年が容易に読むことはよくないと考えています。

また、今回の条例改正に関して、表現の自由を殊さら強調されている方もおります

が、私は、表現の自由を主張する者は、その表現に対して社会的責任を負わなくては

ならないと考えています。しかしながら、一部出版社から不健全指定となる図書類が

発行されている現状があるため、それらの図書類が青少年の健全育成を阻害するか否

かを審議することが必要とも考えています。

今回、都は、現状をどう認識し、現行条例での対応ではなく条例改正を行わなけれ

ばならないと考えているのか、都の見解を伺います。

A1

現行基準の「著しく性的感情を刺激し」とは、閲覧する子どもの性的感情の刺激度

合いに着目するものであります。

一方、強姦や児童買春、近親相姦等をあたかも社会的に是認されているものである

かのように描写したり、これらの性行為が特別なものではなく、通常あり得ることと

して受けとめられるほど必要以上に詳細に、または執拗に反復して描写する漫画等は、

閲覧する青少年に対し、そのような性行為に対する抵抗感を著しく弱め、健全な性的

判断能力を著しく妨げるおそれがあるものであります。

しかし、このような漫画等は、必ずしも性的感情を刺激する度合いが強いとは限ら

ず、現状においては、青少年が容易に手にとることができる一般書棚に陳列されてい

ます。このため、そのような漫画等については、性的感情の刺激度合いに着目した現

行基準とは別に新たに基準を設けて、区分陳列の対象としていくことが必要であると

考えたものであります。

また、このような漫画等に関する区分陳列への取り組みを進めるに当たっては、従

来と同様、関係業界の自主的な取り組みが重要であります。

しかしながら、現行基準に基づいて、平成十六年度以降現在まで不健全指定された

図書類の約五一％は、自主規制団体に属さない、いわゆるアウトサイダーの出版社に

より発行されたものであります。このようなアウトサイダーについては、積極的な自

主的取り組みが期待できないものであることから、自主規制団体による自主規制だけ

では十分ではありません。

これらのことから、条例を改正し、青少年の健全な性的判断能力の形成を妨げるお

それのある漫画等についての区分陳列を、実効性をもって推進しようとするものであ

ります。
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Q2 【改正案を規定する理由とその科学的根拠について】

都は、一定改正案に対する閉会中の総務委員会の継続審査において、漫画、アニメ

等における青少年の性的描写が、それを見た青少年の健全な性的判断能力の形成を阻

害するという学問的知見の有無に関し、現在諸説ある中で確立した学問的見地は承知

していないと答弁しています。

今回の改正案についても、青少年が強姦等の性犯罪を描いた漫画を読むと、強姦等

の性犯罪を犯すおそれがあるという科学的根拠が存在し、それに基づいて改正をする

わけでないと考えてよいのか、その場合、科学的根拠がないにもかかわらず改正案を

規定する理由と根拠を伺います。

A2

今回の条例改正案は、刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間

の性交を不当に賛美、誇張するような漫画等が一般書棚で販売されている実態があり、

これらを閲覧した青少年が、これらの性交等が社会的に許されるものと誤解するなど、

これらの性交等に対する抵抗感を弱め、性に関する健全な判断能力の形成を妨げるお

それがあることから、このような漫画等を区分陳列の対象としようとするものであり

ます。

したがって、この改正案は、性犯罪の描写を閲覧した青少年が、当該犯罪を犯すこ

とを防止することを直接の目的とするものではないことから、図書類を閲覧した青少

年が当該犯罪を犯すという因果関係の科学的証明の必要性は生じないものと考えま

す。

なお、さきに述べた最高裁判決の補足意見においても、有害図書の販売規制に当た

り、有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学

的証明を必要としない旨、述べています。
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Q3 【出版業界との意見交換について】

自主規制団体など、規制への考え方に食い違いがある場合は、規制と犯罪発生率の

相関関係など、科学的な結果をもとに出版業界と話し合うべきだと考えます。条例改

定に当たって、これまで出版業界とどのような話し合いをしてきたのか、伺います。

A3

出版業界とは、個別の意見交換等を随時行っており、その際、条例改正をめぐるさ

まざまな論点についてご意見などをお聞きしてきたところであります。

また、個別の意見交換のほか、青少年の健全育成の観点に立った適切な図書類の販

売等のあり方について、創作、出版関係者及び青少年健全育成関係者が、漫画等の出

版及び自主規制等の現状を踏まえつつ、忌憚のない意見交換を行う場においても、出

版業界の取り組みやご意見について伺ってきたところであります。

出版業界は、自主規制による取り組みで十分というご意見でありましたが、子ども

に見せるべきでない漫画等が一般書棚で売られている現状にあること、指定された不

健全図書類の半分が自主規制団体に属さない、いわゆるアウトサイダーの出版社によ

るものであることを考えると、都としては、条例改正が必要であると判断したもので

あります。
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Q4 【発表、出版の自由との関係について】

知事は、表現を拘束するわけではない、目に触れないところに置けといっているだ

けだと発言しました。しかし、漫画家の皆さんは反対表明で、新たな規制により作品

が一般の販売場所から撤去されるのではないかと心配すること自体が創作活動の萎

縮につながるんだと訴えています。新聞の社説も、産業でもある漫画は、流通にかか

る圧力が表現にはね返りやすいと指摘しています。だからこそ、作者も読者も強く反

対しているのです。

そもそも表現の自由には、発表、出版の自由の保障が不可欠です。

A4

条例が定める仕組みは、青少年の健全な育成を妨げるおそれのある図書類を青少年

の目に触れないよう区分陳列することであって、漫画等の発表の場をなくしたり出版

できなくしたりするものでは全くありません。

また、同種の仕組みは、長野を除くすべての道府県の条例に規定されており、岐阜

県の同種条例に係る最高裁判決においては、このような仕組みについて、憲法第二十

一条第一項に違反するものではないと判示しています。

この区分陳列の仕組みは、条例制定以来、五十年近く第三者機関である青少年健全

育成審議会への諮問などの慎重な手続を経て運用されており、今回の改正によっても

この慎重な運用に変わるところはございません。
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Q5 【改正案と表現の自由の関係について】

本条例について、知事は記者会見などで、「表現の自由の規制ではなく販売規制であ

る」と発言をされていますが、正確を期すならば、同種の条例に関する最高裁判例に

おいては、条例の規制は表現の自由にかかわるものであり、表現の自由の制限を伴う

ものであるとした上で、必要限度の範囲内において販売規制が認められると判示され

ているのではないか、このように考えますが、都の見解を伺います。

A5

条例の図書類に関する規定は、漫画等の創作や出版、十八歳以上の方の閲覧や購入

を一切規制するものではなく、青少年への販売が制限されるにとどまるもので、描き

手の創作活動を規制するものではありません。

これと同様の仕組みである岐阜県青少年保護育成条例に関する平成元年の最高裁

判決においては、このような販売制限は憲法二十一条一項に違反するものではないと、

明確に判示しています。その趣旨として、判決の補足意見においては、条例の規定は

憲法の保障する表現の自由にかかわるものと述べた上で、本件条例を違憲とするのは

相当ではないと述べています。

これは、条例による青少年への販売等の規制は、表現の自由の派生原理として導か

れる、読み手である青少年の知る自由を制限するものであることを指摘した上で、そ

れに対する一定の制約は是認される旨を述べているものであり、条例の規制が、描き

手の創作の自由や出版の自由の制限に当たるとは述べていないものであります。

都においても、条例による青少年への販売等の規制は、青少年の知る自由を制限す

るものでありますが、青少年の健全育成の目的に照らし、そのような販売制限は憲法

二十一条一項に違反するものではなく、また、描き手の創作活動を規制するものでは

ないと考えます。
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Q6 【創作、表現活動への影響について】

今回の改定案では、規制の基準に刑罰法規を持ち込んだために、青少年健全育成条

例のいわゆる淫行処罰規定までが適用され、青少年の性や愛を描いた作品がどこまで

規制されるのかわからなくなります。また、不当に誇張した描写という規制基準も、

漫画表現を強く萎縮させることになります。これでは、創作、表現活動を前回改定案

以上に抑制することになるではありませんか。

A6

いわゆる淫行処罰規定も含め、刑罰法規は社会生活において違反しないように努め

るべき、最も明確で社会的合意の確立した規範であり、対象が不明確との指摘は当た

らないと考えます。

また、不当に誇張するように描写とは、例えば強姦の場面を全編大部分にわたり、

必要以上に延々と微に入り細に入り描いたり、執拗に反復して描いたりし、そのため、

読み手である青少年のこれらの性交等に対する抵抗感を弱めてしまうようなもので

あり、漫画において当然に伴う誇張的な描写、いわゆるデフォルメ一般について述べ

ているものではありません。したがって、創作、表現活動を抑制するようなものでは

ありません。
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Q7 【今回の改正の基準と現行の三つの基準との関係について】

今回の改正案において、七条の二項で新設される基準は、現行の七条に示されてい

る三つの基準、すなわち性的感情を刺激、残虐性を助長、自殺または犯罪を誘発に包

含されているのではないか、このように考えますが、両者の関係について明確な説明

を求めます。

A7

改正案による基準は、刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美、誇張するように描い

たものでありますが、これは、社会的に許容されていない性交等の描写が、これらの

性交等に対する青少年の抵抗感を弱め、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を

妨げるおそれがある程度に至っているものが該当します。

しかし、こうした漫画等は、必ずしも読み手の性的感情を刺激する度合いが高いと

は限りません。同様に、読み手の残虐性を具体的に助長する程度が高いとは限らず、

また、読み手が具体的に犯罪を実行し得るまで犯罪を誘発する程度が高いとは限りま

せん。したがって、現行の三つの基準とは別に、新たな基準が必要であります。



8

Q8 【刑罰法規に触れる性交等などについて】

この改正案は、刑罰法規に触れる性交等を表現すること自体を否定するものである

との指摘がありますが、これについて都の見解を伺います。

また、八条中、「著しく社会規範に反する」と、この文言の指すところは何か。この

文言は七条の刑罰法規に触れる性交等及び婚姻を禁止されている近親者間における性

交等以外の第三の対象領域として、倫理や道徳に踏み込み、新たな規制の拡大を企図

したものであると懸念する指摘もありますが、都の見解を伺います。

A8

条例改正案の対象は、あくまで刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されてい

る近親者間における性交等を不当に賛美し、または誇張するように描写等したものの

みであり、刑罰法規に触れる性交等を表現しただけでは、直ちに対象となるものでは

ありません。

したがって、性的虐待を非難し、被害防止を啓発するような漫画等が対象にならな

いことは、いうまでもありません。

また、不健全図書指定に係る第八条第一項第二号は、「第七条第二号に該当するも

ののうち、強姦等著しく社会規範に反する性交または性交類似行為を、不当に賛美し

または誇張するように描写または表現したもの」と規定しています。

つまり、「著しく社会規範に反する性交等」とは、第七条第二号に規定する刑罰法

規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間の性交等に該当することを

前提とした上で、そのような性交等の中でも著しく社会規範に反する性交等である、

という趣旨であります。

具体的には、被害者の意思を抑圧するものとして極めて悪質な類型である強姦や、

性交類似行為を伴う強制わいせつ等、また、子どもを対象とする性犯罪の類型として、

児童買春、児童ポルノ禁止法における児童買春、児童福祉法における児童に淫行させ

る行為、東京都青少年健全育成条例における、いわゆる淫行禁止規定違反行為、及び

民法により婚姻を禁止されている近親者間の性交及び性交類似行為をいい、これらは

東京都規則で明示するものであります。

これに該当しないものについては、一切、不健全図書指定の対象に該当することは

ないことから、不当な規制の拡大を企図しているとのご懸念は当たらないものと考え

ます。
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Q9 【「不当に誇張」の意味などについて】

条文中の「不当に誇張」とは何を指すのか、また、どのような運用を考えているの

か伺います。

A9

「不当に誇張するように」は、漫画等において当然に伴う誇張的な描写、いわゆる

デフォルメの程度を指すものではなく、刑罰法規に触れる性交等及び婚姻を禁止され

ている近親者間の性交等について、これらの性交等が特別なものでなく、通常あり得

るものとして受けとめられるほど、必要以上に詳細に描写したり、執拗に反復して描

写するなどにより、読み手である青少年から見て、こうした性交等に対する抵抗感を

弱めるように描写していることを指します。

具体的には、例えば強姦など刑罰法規に触れる性交等について、不当に賛美するよ

うに描写してはいなくても、当該性交等の場面が、全編の大部分にわたり必要以上に

延々と微に入り細に入り、または執拗に反復して描写されているもので、その結果、

読み手である青少年が、そのような性交等が特別なものではなく、通常あり得るもの

として受けとめ、青少年のこれらの性交等に対する抵抗感を弱めるものは、不当に誇

張するように描写したものとして区分陳列を検討する対象となり得るものと考えます。
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Q10 【年齢の判断について】

刑罰法規に触れる性交等との規定がありますが、法規の中には、十三歳未満、十八

歳未満とした年齢が適用の要件となっているものがあります。この場合、現実の人間

でない作品内の登場人物について、十三歳未満あるいは十八歳未満であることをどの

ようにして判断するのか。図書の指定に当たり、年齢の判断に行政の恣意性が入り、

歯どめなく対象が拡大するとの懸念が指摘されていますが、都の見解を伺います。

A10

今回の改正案におきましては、刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美または誇張す

るように描写等することにより、読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の

形成を妨げるおそれがあるものを区分陳列の対象とすることとし、これに該当する限

り、性交等に係る登場人物の年齢設定を問わないこととしました。

ただし、性交等に係る刑罰法規の中には、性交等の対象者が十三歳未満または十八

歳未満であることが当該法規の適用の要件となっているものがあります。その場合に

は、当該刑罰法規に触れる性交等の描写等であるか否かの判断に当たり、登場人物の

年齢設定の判断が必要になります。その際には、年齢を初めとする服装、所持品、学

年、背景その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写から判断することとなる

と考えています。

なお、当該性交等を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等の一部において、服

装、所持品、背景その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写等からは、読み

手である青少年が、明らかに十三歳未満である、または明らかに十八歳未満であると

受けとめてしまう描き方をされているにもかかわらず、作品の設定上は、一言だけ、

これは成人であると断り書きをつけているようなものがあります。このようなものは、

読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げるおそれがあるもの

として、区分陳列を検討する対象になり得るものであります。

不健全図書の指定に当たりましては、自主規制関係団体の意見を聴取した上で、青

少年健全育成審議会に諮問をし、その結果を踏まえて、都が不健全指定するという慎

重な手続を経ることとしており、行政の恣意的な判断の入る余地があるとのご懸念は

当たらないものと考えます。
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Q11 【過去の制度、慣習や諸外国の文化などとの関係について】

過去の日本や諸外国においては、現在の日本の法令と異なる範囲での性交や婚姻等

が認められていますが、今回の改正が、このような制度、慣習や文化、宗教など、特

定の価値観を否定するものであってはならないと考えます。

また、ＳＦなど架空の世界の設定の表現などについて、設定自体が反社会的である

として規制の対象とすることなど、創作者の想像力や創造性を否定するものであって

もならないと考えます。これらの点について都の見解を伺います。

A11

今回の条例改正案は、今の日本で生活する青少年が、今の日本の刑罰法規に触れる

性交等や、婚姻を禁止されている近親者間の性交等を社会的に許されるものと受けと

め、これらの性交等に対する抵抗感を弱め、性に関する健全な判断能力の形成を妨げ

られることにならないようにするための改正であり、過去の我が国の制度、慣習や諸

外国の文化等を否定しようとするものではないことはいうまでもありません。

過去の制度、慣習や諸外国の文化等として性交等の場面を描いた作品が、直ちに今

回の基準の対象となるわけではないことはもちろんであります。また、ＳＦやファン

タジー作品等における架空の設定や、そこにおける性交等の描写自体を否定しようと

するものではありません。

他方、過去の制度、慣習や諸外国の文化等、架空の設定にかこつけて、テーマに照

らし必要以上に、今の日本では刑罰法規に触れる性交等について、特別なものではな

く通常あり得ることとして青少年が受けとめてしまう程度まで、こうした性交等の場

面を殊さらに描いたものは、区分陳列を検討する対象になり得ます。

これは、例えば古典文学の漫画化の体裁や、幼児との性交が合法的に許されている

架空の世界の出来事であるとの体裁をとりながら、これにかこつけて、全編の大部分

が、幼い子どもとの性交等の執拗な描写に費やされているようなものであります。

しかし、このことは、過去の制度、慣習や諸外国の文化等、創作者の想像力や創造

性を否定することとは全く異なることであると考えます。
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Q12 【青少年健全育成審議会の運用について】

条例の八条に基づき、個別の図書類を指定図書として指定するに当たっては、青少

年健全育成審議会において諮問が行われますが、その図書類の描写や表現の内容を適

正に審議するためには、一定の時間をかけ、その内容を吟味する必要があると考えま

す。現在の審議会の運用は、審議会の当日に諮問図書が配布され、その場で審査する

ものでありますが、今回、新たな基準を追加するに当たり、審議会の開催前に諮問図

書を配布し、内容の検討の時間を確保するなど、審議会の運用も適切に変更する必要

があると考えます。

A12

青少年健全育成審議会の運用につきましては、これまでも委員の方々が適切に審議

できるよう努めてきたところであります。改正条例の運用に当たりましては、委員の

方々が、改正の趣旨を踏まえた判断ができるようにすることが重要であります。委員

の方々のご意見も伺いながら、諮問図書の事前配布の検討も含め、審議に必要な時間

を十分に確保するようにしてまいります。
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Q13 【出版等関係業界の自主的取り組みについて】

各業界も青少年の健全育成のために自主規制に取り組んでいます。私たち都議会民

主党も、出版、販売関係だけでなく、映画や放送、映像ソフト、家庭用ゲームソフト、

コンピューター用ソフトの倫理団体や審査機関の取り組みを視察し、各業界の取り組

みに対する見識を深めてまいりました。

出版、販売関係業界は、青少年に見せたくないコミックに対する自主規制の徹底を

行うと述べるとともに、映画業界等で行っているレーティングのような新たな自主規

制の検討を始めています。都は、出版業界と日ごろから十分な連携をとるとともに、

業界の取り組みへの支援も行うべきです。青少年の健全育成のために、都は出版など

関係業界の自主的取り組みを尊重し、ともに協力して取り組むべきと考えますが、都

の見解を伺います。

A13

都では、条例制定時より、図書類発行販売業者等による自主規制を基本とし、自主

規制から漏れた中でも、著しく悪質なものに限って都が不健全指定を行う仕組みをと

っており、出版等関係業界の自主的な取り組みを尊重してまいりました。このため、

出版、販売業界において、青少年への図書類の販売等に関する適切な自主規制が徹底

されること、さらに他のメディア業界の取り組みを踏まえた新たな取り組みを検討す

ることは望ましいことであります。

今後とも、関係業界による自主的な取り組みの成果が上がるよう、図書類の実態に

関する意見交換や、都の取り組みに関する情報提供等をきめ細かく実施することで、

関係業界と協力し、青少年の健全育成に努めてまいります。
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Q14 【不健全図書の個別指定方式に関する都の見解について】

都における図書類の不健全図書指定は、現在、青少年健全育成審議会において、自

主規制団体からの意見聴取を行った後、出版関係者も含めた委員の皆さんが一冊一冊

を青少年に見せるべきではないものかどうかを審議、その結果を踏まえて都が不健全

指定を行っています。指定に当たっては、意見聴取と出版関係者が審議を行うことで

客観性を担保するものであり、改正案があいまいで意味不明だと懸念を抱く方々に対

する保障にもなるため、今後、審議会の運営をより丁寧に行っていくことが重要と考

えます。また、個別指定は、東京の地場産業である出版、販売業界の産業振興のため

にも有効な制度です。そのため、都がページ数や全体の分量という一定の基準をもっ

て自動的に不健全図書類を指定する包括指定の導入は慎重であるべきと考えます。

今後も、都における不健全図書の審議は個別指定方式で行うべきと考えますが、都

の見解を伺います。

A14

都においては、条例制定以来、不健全指定基準に照らして個別の図書類を審査し、

第三者機関である青少年健全育成審議会に指定の是非を諮った上で指定を行う、いわ

ゆる個別指定制度をとることで、慎重かつ公正性、客観性の高い指定手続をとってき

たところであります。

一方、包括指定制度は、区分陳列の対象となる図書類について、性的描写の分量の

みによる基準に基づいて判断する制度であり、その判断は、図書類販売業者が行うも

のであります。これにより多種多様に販売される図書類を幅広くかつ迅速に区分陳列

の対象にできる一方で、図書類販売業者の取り組み次第で区分陳列の取り扱いにばら

つきが生じ得るものであります。

都としては、現在の個別指定制度は、図書類発行業者等が自主的に取り組む表示図

書制度と相まって有効に機能しているものと考えており、包括指定制度を導入するこ

とは考えていません。


